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市長及び副市長の給与等に関する条例及び北本市教育委員会  

教育長の給与等に関する条例の一部改正について 

 

 市長及び副市長の給与等に関する条例及び北本市教育委員会教育長の

給与等に関する条例の一部を次のように改正する。  
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北本市長 三 宮 幸 雄     

 

 

市長及び副市長の給与等に関する条例及び北本市教育委員会教育

長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

（市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正）  

第１条 市長及び副市長の給与等に関する条例（昭和４４年条例第９

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１００分の２２２．５」を「、６月に支給する

場合においては１００分の２２２．５、１２月に支給する場合にお

いては１００分の２２７．５」に改める。 

第２条 市長及び副市長の給与等に関する条例の一部を次のように改正

する。 

 第５条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の２

２２．５、１２月に支給する場合においては１００分の２２７．

５」を「１００分の２２５」に改める。 

（北本市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正）  

第３条 北本市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年条



例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「退職し」を「辞職し」に改め、「地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第１６条第１項各号（第１号を除

く。）又は」を削り、「昭和３１年法律第１６２号」の次に「。以

下「法」という。」を加え、「地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２９条の規定に該当する場合を除く。」を「法第７条第

１項に規定する心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場

合に該当して罷免された場合に限る。次項において同じ。」に改め、

同条第２項中「退職し」を「辞職し」に、「１００分の２２２．

５」を「、６月に支給する場合においては１００分の２２２．５、

１２月に支給する場合においては１００分の２２７．５」に改める。 

第５条の２第１号中「懲戒免職の処分を受けた者」を「法第７条

第１項に規定する職務上の義務違反その他教育長たるに適しない非

行があると認める場合に該当して罷免された者」に改め、同条第２

号中「地方公務員法第１６条第１項各号（第１号を除く。）、又は

地方教育行政の組織及び運営に関する法律」を「法」に、「（同

法」を「（法」に改める。 

第４条 北本市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。 

第５条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の２

２２．５、１２月に支給する場合においては１００分の２２７．

５」を「１００分の２２５」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の

規定は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の市長及び副市長の給与等に関する条例

（以下「改正後の市長等の給与等条例」という。）の規定及び第３

条の規定による改正後の北本市教育委員会教育長の給与等に関する

条例（以下「改正後の教育長の給与等条例」という。）の規定（第



５条第２項の改正規定に限る。）は、令和元年１２月１日から適用

する。 

 （期末手当の内払） 

３ 改正後の市長等の給与等条例又は改正後の教育長の給与等条例の規

定を適用する場合には、第１条の規定による改正前の市長及び副市

長の給与等に関する条例又は第３条の規定による改正前の北本市教

育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された

期末手当は、それぞれ改正後の市長等の給与等条例又は改正後の教

育長の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

 


